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・縦断的連続性の再生に向けて、新屋敷取水堰、櫛田第二頭首工、櫛田第一頭首工、櫛田可動堰の魚道改良（簡易的な改良を含む）を行い、
モニタリング調査を実施してきました。

・R6以降は、氾濫原湿地環境の再生を進めていきます。
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1．技術専門部会の取り組み

第１回技術専門部会（H28.2.3）
・新屋敷取水堰におけるモニタリング結果と改良案
第２回技術専門部会（H28.11.30）
・櫛田可動堰におけるモニタリング結果
・新屋敷取水堰魚道の改良工事について
第３回技術専門部会（H29.11.29）
・櫛田可動堰におけるモニタリング結果と魚道改良方策について
・新屋敷取水堰左岸新設魚道のモニタリング結果
第４回技術専門部会（H31.2.7）
・新屋敷取水堰の整備後調査（1年目）
・櫛田可動堰魚道の試験施工調査（確認調査）
・櫛田第一、第二頭首工の魚道の遡上状況調査
第５回技術専門部会（R1.12.19）
・新屋敷取水堰の整備後調査（2年目）
・櫛田第一、第二頭首工の魚道の試験施工調査
・櫛田川の環境変化に関するとりまとめ
第６回技術専門部会（R3.1.12）
・新屋敷取水堰の整備後調査（3年目）の効果取りまとめ
・櫛田第一、第二頭首工の魚道の試験施工調査
・今後のモニタリング方針（試験施工、モニタリング方法）
第７回技術専門部会（R4.2.22：書面開催）
・櫛田第一、第二頭首工の魚道の試験施工調査
・今後のモニタリング方針（試験施工、モニタリング方法）
技術専門部会個別説明（R5.3：個別説明）
・櫛田第一、第二頭首工の魚道の試験施工調査
・今後のモニタリング方針（試験施工、モニタリング方法）
・自然再生計画の変更について
第８回技術専門部会（R6.2.19）
・魚道改善自然再生 R5モニタリング結果とR6モニタリング方針
・氾濫原湿地環境再生 R6の実施方針

技術専門部会 モニタリング、設計・施工

（氾濫原湿地環境再生の施工を順次実施）

R6

H27

R5

第９回技術専門部会（R7.2.18）
・R6モニタリング結果(魚道改善自然再生、氾濫原湿地環境再生）
・R7の実施方針

R7
以降

新屋敷取水堰
・試験モニタリング

調査（H26～27）

氾濫原湿地環境再生
・櫛田川9～10k 事前調査
・櫛田川4k 目標箇所調査

新屋敷改良工事
現地見学(H30.3.7)

櫛田可動堰現地
見学会(H28.7.12)

櫛田可動堰
・試験施工

新屋敷取水堰
・改良設計、施工

(H29～30)

櫛田可動堰
・試験モニタリング

調査(H28～30)

・魚道の遡上機能と
改良方策の検討

櫛田第一頭首工
櫛田第二頭首工
・試験モニタリング
調査(H30～R5)

・魚道の遡上機能と
改良方策の検討

・試験施工による
効果検討

・改良施工
（第二頭首工左岸に
斜路式魚道設置）

・事後調査

新屋敷取水堰
・事後調査
(新設・改良施設)
(H30～R2)

※事後調査は
3ヶ年実施



２．第9回技術専門部会の開催概要

2

・第9回技術専門部会を令和7年2月18日に開催しました。自然再生モニタリング調査結果や次年度モニタリング方針
について報告し、意見交換を行いました。

(1)日時：令和7年2月18日(火) 14:00～15:30
(2)場所：松阪市橋西地区市民センター 大会議室
(3)議題：

①魚道改善自然再生モニタリングについて
・事務局より、『魚道改善自然再生』に向けた魚類の生息・産卵環境等のモニタリング調査結果について報告が行われました。

○遡上期、活動期において、アユや回遊性底生魚の生息分布が堰上流にも拡大していることが確認されました。
○産卵環境調査においては、産卵数は昨年度より増加しており、新両郡橋で昨年に引き続き産卵が確認されました。

（主な意見）
・アユは放流もあるので、放流実績も加えて欲しい。

②氾濫原湿地環境再生について
・事務局より、『氾濫原湿地環境再生』に向けた事前モニタリング調査結果について報告が行われました。

○目標箇所（4.0k右岸）では、再生箇所（9.8k左岸）に比較して、地盤高が低く、抽水植物が広く繁茂し、トンボ類や魚類の稚魚が
多く利用していることが確認されました。

○今後整備を進めることで、再生箇所においても湿地環境が形成され、目標箇所と同様の環境の再生が期待されます。
（主な意見）
・氾濫原・湿地環境は川の中だけで閉じるのではなく、周辺環境も含めて地域に

どういう効果をもたらすか考えていくことも重要である。
・ワンドと合わせて、上流側にたまりを作ると良い。
・櫛田橋下流では、過去の河道変遷を見ると、H25からH30の5年間で土砂が

堆積しているところであり、掘削しても堆積する可能性がある。維持管理の
問題も考えていく必要がある。また、掘削箇所の検討について治水上の理由
があるならば記載して欲しい。

③今後の進め方について
・事務局より今後の進め方について報告され、確認しました。

技術専門部会の開催状況
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S50～59間に堆積

S59～H13間に堆積

・過去の河道変遷を見ると、H25からH30の5年間で土砂が堆積しているところであり、5年もすれば元に戻るのではないか。維持
管理の問題も考えていく必要がある。
また、掘削箇所の検討について治水上の理由があるならば記載してほしい。（松尾委員）
→S50年代は水際に広く河原を形成していたが、S59にかけて下流側(7.4k)で堆積が進み、その後上流側に向けて堆積が進んで

いる傾向が見られる。
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1,700m3/s

3．櫛田橋下流における河道変遷
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●地域との連携

出典）あさみ会報（R3.1 朝見まちづくり協議会発行）

・櫛田川流域では、地域の環境保全に向けた様々な活動が行わ
れている。

・朝見地区では条里制の素掘水路が残され多様な生物が生息し
ているが、冬季には水枯れすることから、地域により救出
（秋）と放流（春）の活動が継続的に行われている。

・祓川では、タナゴ類等の生息環境を保全するため、地域が主
体となった取り組みが行われている。

・自然再生事業の推進にあたっては、今後、これらの地域で活
動している団体と連携しながら取り組みを進めていく。

【朝見地区の取り組み】

【祓川の取り組み】

出典）東海農政局HP

・氾濫原・湿地環境は川の中だけで閉じるのではなく、周辺環境も含めて地域にどういう効果をもたらすのか考えていくこと
も重要である。それぞれの機関が持っているデータもあると思われるので、それらも含めて考えていく必要がある。（田代
委員）
→地域での取り組みについて、下記のとおり整理しており、これらの取り組みと連携して進めていくことを位置付けている。

具体的な取り組みの進め方については、今後検討していく。

【第9回自然再生推進会議資料より抜粋】

4．地域への効果について
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